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こ
と
に
な
る
。
現
在
の
小
選
者
を
差
別
し
て
い
る
よ
う
に
政
的
児
童
虐
待
」
(
竹
内
氏
)
て
有
権
者
に
与
え
ら
れ
る
裏

挙
区
に
加
え
、
こ
の
余
命
比
も
み
え
る
が
、
背
景
に
は
、
が
起
き
て
い
る
と
い
う
。
数
を
決
め
る
。
寿
命
が
百
歳
一

例
区
を
実
験
的
に
導
入
し
て
高
齢
者
に
比
べ
て
、
政
治
、
具
体
的
に
数
字
を
見
て
み
な
ら
ば
、
六
十
歳
は
「
四
一

は
ど
う
か
と
い
う
の
だ
。
経
済
的
に
若
者
が
損
を
し
て
よ
う
。
内
閣
府
の
年
次
経
済
十
」
、
二
十
歳
は
二
倍
の
一

も
ち
ろ
ん
、
政
界
で
は
検
い
る
と
の
指
嬬
が
あ
る
。
財
政
報
告
〔
O
五
年
)
に
よ
「
八
十
」
が
基
数
に
な
る
。
一

討
さ
れ
て
は
い
な
い
し
、
憲
竹
内
氏
の
調
べ
で
は
、
有
る
と
、
納
税
額
と
固
か
ら
得
分
か
り
に
く
い
が
、
六
十
歳
-

法
一
四
条
の
「
法
の
下
の
平
権
者
に
占
め
る
六
十
歳
以
上
る
生
涯
の
損
益
を
分
析
し
た
が
一
人
一
票
と
す
れ
ば
、
二
一

等
」
か
ら
す
れ
ば
、
若
者
を
の
割
合
は
年
々
増
加
。
一
九
と
こ
ろ
、
六
十
代
以
上
は
差
十
歳
は
一
人
二
票
に
な
る
計
-

露
骨
に
ひ
い
き
し
て
、
高
齢
七
八
年
に
は
約
問
%
だ
っ
た
し
引
き
で
約
四
千
九
百
万
円
算
だ
。
一

が
、
三
十
年
後
の
一
一
O
O八
の
利
益
を
得
る
が
、
逆
に
一
一
「
平
等
で
は
な
い
」
と
の
一

年
に
は
約
お
%
に
倍
増
し
十
代
は
約
千
七
百
万
円
の
赤
批
判
に
対
し
て
、
小
黒
氏
は
一

た
。
し
か
も
、
若
者
層
の
投
字
に
な
っ
た
。
一
生
の
聞
で
の
投
票
数
は
全
一

票
率
は
高
齢
者
に
比
べ
低
い
「
余
命
別
選
挙
は
決
し
員
同
じ
に
な
る
こ
と
を
強
調
一

た
め
、
二
十
代
の
投
票
数
は
て
、
高
齢
者
た
た
き
で
は
な
す
る
。
二
十
歳
で
投
棄
権
を
一

全
体
の
一
割
程
度
に
な
っ
て
い
」
と
竹
内
氏
は
強
調
す
得
て
、
死
ぬ
ま
で
の
問
、
途
-

い
る
。
政
治
家
は
当
選
の
た
る
。
「
世
代
閣
の
問
題
を
圏
中
の
票
数
は
変
化
し
て
も
、
-

め
に
若
者
層
よ
り
も
、
票
が
会
に
議
論
さ
せ
る
こ
と
が
目
ト
ー
タ
ル
で
は
同
じ
な
の
だ
-

た
く
さ
ん
あ
る
高
齢
者
の
的
だ
。
仮
に
導
入
し
て
も
、
か
ら
、
平
等
性
は
保
た
れ
る
-

「
得
」
を
考
え
た
政
策
を
展
若
者
も
い
ず
れ
は
年
を
取
る
と
い
う
。
-

関
す
る
素
地
訟
の
る
。
か
ら
、
利
己
的
な
政
策
だ
げ
小
黒
氏
は
「
地
方
ご
と
に
一

も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
こ
と
を
支
持
し
な
い
は
ず
だ
」
と
議
員
を
選
ん
で
い
て
は
、
も
一

だ
け
で
は
な
く
、
若
者
世
代
説
明
す
る
。
う
国
の
問
題
を
解
消
す
る
こ
一

の
こ
と
を
心
配
す
る
高
齢
者
同
じ
よ
う
に
「
余
命
の
長
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
一

も
た
く
さ
ん
い
る
だ
ろ
う
い
若
者
に
高
齢
者
よ
り
も
多
か
。
余
命
制
は
、
こ
ん
な
方
一

が
、
政
治
家
の
意
思
に
よ
っ
く
の
票
を
与
え
る
」
制
度
を
法
も
あ
る
と
い
う
可
能
性
の
一
一

て
、
高
齢
者
を
優
遇
す
る
提
案
す
る
の
は
法
政
大
学
の
提
示
だ
」
と
説
明
す
る
。
一

「
シ
ル
バ
ー
民
主
主
義
」
に
陥
小
黒
一
正
准
教
授
〈
三
九
U
H
公
し
か
も
、
若
者
の
一
票
の
↓
一

り
、
そ
の
財
政
負
担
を
子
ど
共
経
済
学
l
だ
。
寿
命
か
ら
価
値
を
上
げ
れ
ば
、
現
在
の
-
一

も
世
代
に
先
送
り
す
る
「
財
年
齢
を
引
い
た
数
に
基
づ
い
近
視
眼
的
な
政
治
を
変
革
し
一

や
す
く
、
高
齢
者
に
も
プ
ラ
-
一

ス
に
な
る
と
い
う
。
若
者
の

こ
と
を
考
え
た
長
期
的
な
政

策
が
結
果
的
に
経
済
成
長
を

も
た
ら
し
、
年
金
財
源
を
豊

か
に
す
る
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
考
え
だ
。

憲
法
が
定
め
る
「
法
の
下
で
の
平
等
」

0

こ
れ
に
よ
っ
て
選
挙
で
の
こ
人
一
票
」

が
守
ら
れ
、
「
格
差
」
が
あ
れ
ば
、
違
憲
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
あ
え
て

「
格
差
」
を
付
け
る
べ
き
だ
と
の
主
張
が
あ
る
。
高
齢
化
が
進
む
中
、
高
齢
者
と
若
者

の
一
票
の
価
値
が
同
じ
で
は
若
者
は
損
を
す
る
と
い
う
の
だ
。
「
余
命
別
選
挙
制
度
」

に

つ

い

て

考

え

た

。

(

小

坂

井

文

彦

、

林

啓

太

)

「
一
一
十
代
、
三
干
代
な
ど
ば
、
「
二
十
代
区
」
に
二
十
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
若
い

年
齢
別
に
投
票
す
る
制
度
を
議
席
、
「
五
干
代
区
」
に
は
有
権
者
ほ
ど
、
た
く
さ
ん
の

設
け
て
、
余
命
を
勘
案
し
て
半
分
の
十
議
席
を
配
分
す
議
員
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
る

議
席
を
配
分
す
る
」
。
一

橋
大
学
の
竹
内
幹
准
教
授

。
=
八
)
日
実
験
経
済
学
l
の
言

う
「
余
命
別
選
挙
」
は
こ
ん

な
制
度
だ
。

寿
命
を
八
十
歳
と
し
た
場

合
、
現
在
二
十
歳
の
人
は
六

十
年
、
五
十
歳
で
コ
干
年
の

「
余
命
」
が
あ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
「
余
命
」
に
応
じ

て
、
世
代
ご
と
に
投
票
す
る

余
命
比
例
区
を
置
く
。
例
え
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「
余
命
別
選
挙
制
」
に
似
入
口
に
占
め
る
割
合
)
は
お
「
高
齢
者
」
の
目
の
前
の
利

た
制
度
と
し
て
「
ド
メ
イ
ン
・
1
%
で
、
一

O
年
よ
り
日
益
を
考
え
た
く
な
る
。
そ
の

投
票
方
式
」
の
導
入
が
か
つ
・
み
増
え
る
。
若
者
と
高
傾
向
は
高
齢
化
率
が
高
ま
る

て
ド
イ
ツ
で
議
論
さ
れ
た
こ
齢
者
の
一
票
の
価
値
が
同
じ
に
つ
れ
て
、
大
き
く
な
る
。

と
が
あ
る
と
い
う
。
同
方
式
だ
と
、
現
在
よ
り
も
、
さ
ら
世
代
間
格
措
置
に
詳
し
い
一

は
親
に
対
し
て
、
自
分
の
未
に
高
齢
者
の
意
向
が
反
映
さ
橋
大
学
大
学
院
の
渡
辺
智
之

成
年
の
子
ど
も
の
票
も
プ
ラ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。
教
授
(
豆
右
昔
日
経
済
学
リ
は

ス
し
て
与
え
る
と
い
う
も
投
票
率
の
問
題
も
あ
る
。
「
余
命
別
選
挙
制
」
に
対
し

の
。
こ
れ
も
、
政
治
に
若
い
昨
年
末
の
総
選
挙
。
総
務
省
「
理
論
的
に
は
あ
り
得
る
」
と

世
代
の
意
向
を
よ
り
反
映
さ
が
世
代
別
の
人
口
比
な
ど
を
し
た
上
で
ご
般
的
に
一
言
っ

せ
よ
う
と
の
ア
イ
デ
ア
だ
。
も
と
に
四
万
九
千
一
一
百
十
四
七
、
余
命
の
短
い
人
で
あ
れ

実
現
は
し
な
か
っ
た
が
、
少
投
票
所
か
ら
百
八
十
八
投
票
ば
、
遠
い
将
来
の
こ
と
を
考

子
高
齢
化
が
進
む
先
進
国
に
所
を
抽
出
し
た
調
査
結
果
に
え
る
こ
と
は
難
し
い
」
と
指

は
若
者
の
考
え
が
政
治
に
反
よ
る
と
、
二
十
1
三
十
九
歳
摘
。
長
期
の
国
の
カ
ジ
取
り
、

映
し
に
く
い
と
の
共
通
の
悩
の
若
者
の
投
票
率
は
川
四
%
で
財
政
負
担
を
ど
う
す
る
か
に

み
が
あ
る
。
六
十
五
歳
以
上
の
投
票
率
侃
対
し
、
高
齢
者
は
ど
う
し
て

し
か
も
、
例
に
な
い
ほ
%
よ
り
大
幅
に
低
い
。
も
深
刻
に
な
れ
な
い
の
で
あ

ど
、
急
速
に
高
齢
化
が
進
む
若
者
が
投
票
し
な
い
こ
と
れ
ば
、
そ
れ
を
解
決
す
る
一

日
本
の
場
合
は
深
刻
だ
。
に
も
問
題
が
あ
る
と
は
い
つ
の
ア
イ
デ
ア
と
み
る
。

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
え
、
若
者
自
体
の
層
の
薄
さ
、
総
合
研
究
開
発
機
構
の
島

題
研
究
所
の
デ
1
タ
に
よ
る
投
票
率
の
低
さ
を
考
え
れ
沢
諭
主
任
研
究
員
宣
一
U

も

と
、
四
O
年
に
は
高
齢
化
率
ば
、
当
然
、
政
党
や
政
治
家
「
高
齢
者
の
比
率
が
増
え
た

口
の
総
は
選
挙
で
の
勝
利
の
た
め
、
現
在
で
は
高
齢
の
有
権
者
が

さ とう まさる

佐藤優

と
言
っ
た
が
、
鋭
い
指
摘
と

思
う
。
最
近
、
筆
者
は
『
資

本
論
』
を
読
み
直
し
て
い

る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
貨
幣
に

は
物
神
性
が
あ
り
、
と
に
か

く
カ
ネ
を
持
っ
て
い
た
い
と

い
う
心
理
か
ら
貨
幣
退
蔵
が

起
き
る
の
で
、
貨
幣
数
量
読

は
成
立
し
な
い
と
い
う
。

「
資
本
論
』
に
は
擬
制
資

本
と
い
う
概
念
、
訟
の
る
。
商

業
資
本
な
ら
ば
、
商
品
の
売

買
、
産
業
資
本
な
ら
ば
労
働

力
、
原
材
料
、
機
械
を
購
入

し
、
生
産
に
よ
っ
て
、
利
潤

を
作
り
出
す
。
こ
の
よ
う
な

労
働
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ

る
現
実
資
本
に
対
し
て
、
土

地
や
株
式
な
ど
、
所
有
し
て

い
る
だ
け
で
地
代
や
配
当
が

入
る
商
品
を
マ
ル
ク
ス
は
擬

制
資
本
と
名
づ
け
た
。
擬
制

資
本
で
あ
る
株
式
の
売
買
を

し
て
も
、
社
会
的
価
値
は
何

も
増
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

株
価
至
上
主
義
の
罷
に
落
ち

て
は
な
ら
な
い
。
(
作
家
・

元
外
務
省
主
任
分
析
官
)

「
日
本
人
を
守
る
た
め
」

筆
者
の
基
礎
教
育
は
キ
リ

ス
ト
教
(
プ
ロ
テ
ス
タ
ン

ト
)
神
学
だ
。
神
学
論
争
の

場
合
、
宗
派
的
な
立
場
か
ら

結
論
は
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ

て
い
る
。
あ
と
は
結
論
に
向

け
て
、
ど
う
い
う
論
理
を
構

築
す
る
か
の
腕
か
競
わ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
ア
ベ
ノ
ミ
ク

ス
を
め
ぐ
る
経
済
学
者
や
経

済
評
論
家
の
論
争
も
神
学
論

争
に
近
い
。
大
多
数
の
論
者

が
、
無
意
識
の
う
ち
に
擁
護

か
非
難
か
結
論
を
決
め
て
お

き
、
あ
と
は
そ
れ
を
ど
う
理

屈
付
け
す
る
か
に
腐
心
し
て

い
る
。戦

後
の
一
時
期
、
ア
カ
デ

ミ
ズ
ム
に
強
い
影
響
力
を
持

っ
た
マ
ル
ク
ス
経
済
学
者
の

宇
野
弘
蔵
(
一
八
九
七
l
一

九
七
七
年
)
は
、
「
近
代
経

済
学
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
」

擬制資本

日】一=一回、
jb

対

決

2
ラ

判
ら
ク

駒
郡
輯

訴
(
法

{
る
士
司

一
戸
。
ぐ
護
の

A
r
t
-
2
め
弁
関

を
俊
が

英
霞

永
・

升
京

の
東

告
、

原
日

る
6

す
月

見
3

A
Z

一一
者
ら

若
者
の
投
票
率
は
総
じ
て
低
い
。
若
者
ら
で
に
ぎ

わ
う
交
差
点
近
く
で
自
民
圧
勝
を
伝
え
る
電
光
掲

示
板
日
昨
年
の
衆
院
選
当
日
、
東
京
・
渋
谷
で

藤子守-一
F
・
不
二
雄
の

S
F短
編
に
「
定
年
退

食
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
。

「
定
員
法
」
に
よ
っ
て
七

十
五
歳
に
な
る
と
、
国
家

ば
社
会
保
障
は
も
ち
ろ

ん
、
食
料
の
配
給
さ
え
一

切
打
ち
切
る
と
い
う
近
未

来
の
世
界
。
首
相
の
名
前

は
「
奈
良
山
」
。
「
楢
山

節
考
」
を
想
起
さ
せ
る
。

若
者
も
気
の
毒
だ
が
、
高

齢
者
の
票
の
価
値
が
減
る

と
い
う
の
も
・
。
(
粟
)

優
遇
さ
れ
る
シ
ル
バ
ー
民
主
ま
た
、
島
沢
氏
は
導
入
に

主
義
と
一
言
わ
れ
て
も
仕
方
が
は
高
齢
者
が
強
く
反
発
し
、

な
い
」
と
現
状
の
問
題
点
を
実
現
で
き
な
い
と
い
う
。

指
摘
。
「
多
数
派
の
高
齢
者
か
自
分
・
退
職
者
団
体
連
合
の
羽
山

明
治
大
学
の
小
笠
原
泰
教
に
不
利
に
な
る
制
度
の
導
入
治
美
事
務
局
長
官
も
は
「
お

授
2
S
H社
会
シ
ス
テ
ム
デ
に
賛
成
す
る
わ
け
が
な
い
」
年
寄
り
も
若
者
も
、
人
の
命

ザ
イ
ン
u
は
「
年
齢
ご
と
の
最
大
の
ハ
ー
ド
ル
は
も
ち
に
軽
重
は
な
い
。
世
代
が
違

一
票
の
価
値
を
同
じ
に
す
る
ろ
ん
憲
法
一
四
条
で
、
東
京
う
だ
け
で
一
票
の
価
値
に
差

や
り
方
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
経
済
大
の
加
藤
一
彦
教
授
を
つ
け
る
の
は
許
せ
な
い
」

う
す
れ
ば
若
い
世
代
の
考
え
(
五
一
U
U憲
法
学
1
は
余
命
別
と
怒
り
を
ぶ
ち
ま
け
た
。

方
が
反
映
し
や
す
く
な
る
」
選
挙
制
に
つ
い
て
「
と
ん
で
渡
辺
氏
は
こ
ん
な
提
案
を

と
語
る
。
も
な
い
構
想
だ
。
高
齢
と
い
し
た
。
「
ま
ず
は
現
在
問
題

た
だ
、
一
二
氏
は
い
ず
れ
も
う
理
由
で
選
挙
権
を
制
限
す
に
な
っ
て
い
る
「
一
票
の
格

実
現
に
は
問
題
が
あ
り
、
不
る
の
は
ひ
ど
す
ぎ
る
。
法
の
差
』
の
是
正
を
徹
底
す
べ
き

可
能
と
み
る
。
渡
辺
氏
は
下
の
平
等
を
う
た
う
憲
法
に
だ
」
|
。
「
一
票
の
価
値
が

「
高
齢
者
全
員
が
自
分
の
世
違
反
す
る
」
と
批
判
。
小
笠
重
い
地
域
は
高
齢
化
が
進
ん

代
の
こ
と
し
か
考
え
な
い
人
原
氏
は
「
高
齢
者
の
基
本
的
で
い
る
地
域
と
重
な
る
。
い

だ
と
は
言
い
切
れ
な
い
」
と
人
権
の
侵
害
と
と
ら
え
ら
れ
わ
ば
、
一
一
両
齢
な
ほ
ど
一
票
の

強
調
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
る
可
能
性
も
あ
る
」
と
指
摘
価
健
か
重
い
、
と
い
う
逆
の

一
律
に
一
票
の
価
値
を
落
と
し
た
。
余
命
別
選
挙
制
だ
。
こ
れ
を

す
の
は
乱
暴
と
い
う
こ
と
高
齢
者
は
こ
う
し
た
考
え
改
善
す
る
こ
と
が
先
だ
ろ

だ

。

を

ど

う

み

る

か

。

日

本

高

齢

う

」

と

述

べ

た

。

現
実
的
に
は
実
現
無
理

ま
ず
は
現
状
の
是
正
母

在
日
本
一
朝
鮮
人
総
連
合
会
(
朝
鮮
総
連
)
中
央
本

部
の
土
地
建
物
を
四
十
五
億
一
千
九
百
万
円
で
落
札

し
た
宗
教
法
人
「
最
福
寺
」
(
鹿
児
島
市
)
の
池
口

恵
観
法
主
2
5が
、
西
日
本
新
聞
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

に
応
じ
た
。
「
日
本
人
を
守
る
た
め
、
北
朝
鮮
と
の

話
し
合
い
の
窓
口
を
残
し
た
か
っ
た
。
金
も
う
け
や

名
誉
は
一
切
考
え
て
い
な
い
」
と
語
っ
た
。

「
国
一
瞬
福
寺
」
池
田
法
中
一
応
聞
く

入
札
の
経
緯
は
。

「
二
年
前
に
訪
朝
し
た
と

き
に
、
最
高
人
民
会
議
の
高

官
か
ら
『
総
連
本
部
は
大
使

館
。
も
し
な
く
な
っ
た
ら
宣

戦
布
告
と
同
じ
だ
』
と
一
言
わ

れ
、
絶
対
に
そ
う
な
ら
な
い

形
で
収
ま
る
よ
う
頼
ま
れ

た
。
い
ろ
い
ろ
な
政
治
家
や

官
僚
に
お
願
い
し
た
が
、
競

売
に
な
っ
た
。
も
し
他
の
人

が
落
札
し
て
取
り
壊
し
た

ら
、
日
本
は
韓
国
や
米
国
と

並
ぶ
敵
対
国
に
な
る
。
日
本

人
が
け
が
を
す
る
よ
う
な
こ

と
ぎ
の
っ
て
は
な
ら
な
い
。

政
治
家
や
宗
教
家
は
日
本
人

を
守
る
の
が
務
め
。
だ
か
ら

私
が
や
ら
ん
と
い
か
ん
と
思

っ
た
。
誰
に
も
相
談
せ
ず
一

人
で
決
め
た
」

ー
資
金
調
達
は
。

「
め
ど
は
つ
い
て
い
る
。

総
連
本
部
と
最
福
寺
の
別
院

(
神
奈
川
県
藤
沢
市
)
を
担
?

保
に
入
れ
て
、
金
融
機
関
か
市

ら

借

り

る

」

揖

い
っ
た
ん
総
連
側
に
本
鹿

部
か
ら
出
て
も
ら
う
の
か
。
門
民

「
そ
う
し
な
い
と
抵
当
に

3一一

な

ら

な

い

」

氏

用

途

は

。

加

「
ゆ
く
ゆ
く
は
寺
に
し
た
る

い
。
立
派
な
建
物
で
、
天
井
翻

も
高
い
。
護
摩
行
も
で
き
〈

る
。
総
連
側
に
は
、
次
の
場
ユ

所
が
決
ま
る
ま
で
は
、
賃
料
引

を
払
っ
て
い
て
も
ら
っ
て
も
ツ

い
い
が
、
国
の
意
見
を
闘
い
，

て
考
え
る
。
国
が
だ
め
だ
と

言
っ
た
ら
貸
せ
な
い
」

訪
朝
の
目
的
以
。
一

「
(
旧
日
本
兵
の
)
慰
霊
一

祭
を
し
よ
う
と
、
二

O
O
一

九
、
一

O
年
ご
ろ
か
ら
計
五
一
一

回
行
っ
た
。
今
後
も
行
く
つ
一
-

も
り
。
昨
年
の
金
日
成
生
誕
一
÷

百
周
年
式
典
で
は
勲
章
を
も
一
-

ら

っ

た

」

一

↑

日
朝
関
係
に
つ
い
て
。
一

E

副
裁
は
必
要
だ
が
、
同
一
一

時
に
針
の
穴
ぐ
ら
い
は
あ
け
一
ι

て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
。
一
一

欝
跡
猫
を
か
む
と
い
う
こ
と
=

、
を
の
る
。
ど
こ
で
暴
発
す
る
一
噌

か
分
か
ら
な
い
。
総
連
本
部
一
)

を
持
っ
て
お
け
ば
、
投
致
一
問
一
-

題
の
話
し
合
い
の
窓
口
に
も
一
ム

な
る
。
な
く
な
っ
た
ら
完
全
一

に
シ
ャ
ッ
ト
ア
ウ
ト
」
一
主

総
連
側
へ
の
貸
し
出
し
一
"

に
は
批
判
も
あ
る
。

「
北
朝
鮮
の
回
し
者
と
一
言

う
人
も
い
る
が
、
対
話
も
せ

ず
に
、
た
だ
や
I
や
I
一吉田っ

て
も
何
も
解
決
し
な
い
。
解

決
す
る
に
は
行
動
が
い
る
」


